
- 1 -

道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
六
十
五
号
）
新
旧
対
照
条
文

○

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
夜
間
用
停
止
表
示
器
材
）

（
夜
間
用
停
止
表
示
器
材
）

第
九
条
の
十
七

令
第
二
十
七
条
の
六
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

第
九
条
の
十
七

令
第
二
十
七
条
の
六
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

板
状
の
停
止
表
示
器
材
（
次
条
に
お
い
て
「
停
止
表
示
板
」
と
い
う
。
）
に

一

板
状
の
停
止
表
示
器
材
（
次
条
に
お
い
て
「
停
止
表
示
板
」
と
い
う
。
）
に

あ
つ
て
は
、
次
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

あ
つ
て
は
、
次
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

別
記
様
式
第
五
の
五
に
定
め
る
様
式
の
中
空
の
正
立
正
三
角
形
の
反
射
部

イ

別
記
様
式
第
五
の
五
又
は
別
記
様
式
第
五
の
六
に
定
め
る
様
式
の
中
空
の

若
し
く
は
蛍
光
反
射
部
を
有
す
る
も
の
又
は
別
記
様
式
第
五
の
六
に
定
め
る

正
立
正
三
角
形
の
反
射
部
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

様
式
の
中
空
の
正
立
正
三
角
形
の
反
射
部
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
〜
ニ

(

略)

ロ
〜
ニ

(

略)

二

(

略)

二

(

略)

（
昼
間
用
停
止
表
示
器
材
）

（
昼
間
用
停
止
表
示
器
材
）

第
九
条
の
十
八

令
第
二
十
七
条
の
六
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

第
九
条
の
十
八

令
第
二
十
七
条
の
六
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

停
止
表
示
板
に
あ
つ
て
は
、
次
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

停
止
表
示
板
に
あ
つ
て
は
、
次
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

別
記
様
式
第
五
の
五
に
定
め
る
様
式
の
中
空
の
正
立
正
三
角
形
の
蛍
光
反

イ

別
記
様
式
第
五
の
六
に
定
め
る
様
式
の
中
空
の
正
立
正
三
角
形
の
け
い
光

射
部
を
有
す
る
も
の
又
は
別
記
様
式
第
五
の
六
に
定
め
る
様
式
の
中
空
の
正

部
及
び
非
け
い
光
部
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

立
正
三
角
形
の
蛍
光
部
及
び
非
蛍
光
部
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

昼
間
、
二
百
メ
ー
ト
ル
の
距
離
か
ら
そ
の
蛍
光
を
容
易
に
確
認
で
き
る
も

ロ

昼
間
、
二
百
メ
ー
ト
ル
の
距
離
か
ら
そ
の
け
い
光
を
容
易
に
確
認
で
き
る
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の
で
あ
る
こ
と
。

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

蛍
光
の
色
に
あ
つ
て
は
赤
色
又
は
橙
色
で
あ
り
、
非
蛍
光
部
の
色
に
あ
つ

ハ

け
い
光
の
色
及
び
非
け
い
光
部
の
色
は
、
赤
色
で
あ
る
こ
と
。

と
う

て
は
赤
色
で
あ
る
こ
と
。

ニ

(
略)

ニ

(

略)

二

(

略)

二

(

略)

別
記
様
式
第
五
の
五
（
第
九
条
の
十
七
、
第
九
条
の
十
八
関
係
）

別
記
様
式
第
五
の
五
（
第
九
条
の
十
七
関
係
）

備考 １ 図中の「反射部又は蛍光反射部」は、昼間用停止表示

器材にあつては、「蛍光反射部」とする。

２ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。
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別
記
様
式
第
五
の
六
（
第
九
条
の
十
七
、
第
九
条
の
十
八
関
係
）

別
記
様
式
第
五
の
六
（
第
九
条
の
十
七
、
第
九
条
の
十
八
関
係
）


